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短答式試験問題集［民法］

・令和５年１１月７日司法試験委員会決定により、令和６年度司法試験については
「当該年の１月１日現在において施行されている法令に基づいて出題する。」こととされました。

　　https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00203.html
・本問題集は、上記司法試験委員による決定に基づき、令和7年度司法試験に対応した記載となっています

  令和7年受験対応
令和４年度司法試験
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［民法］

〔第１問〕（配点：２）

未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ

せたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.１］）

ア．未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。

イ．営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消す

ことができない。

ウ．親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得

なければ、自らその契約を取り消すことができない。

エ．親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得

なければ、自らその契約の追認をすることができない。

オ．未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、そ

の契約は取り消すことができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第２問〕（配点：２）

成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記１から

５までのうちどれか。（解答欄は、［No.２］）

ア．成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、その後見人は、その贈与を取り消すことができない。

イ．成年被後見人ＡがＢの意思表示を受けた場合、Ａの後見人Ｃがその意思表示を知った後は、Ｂは、

その意思表示をもってＡに対抗することができる。

ウ．成年被後見人Ａが未成年者Ｂの法定代理人としてした行為は、Ａの行為能力の制限によっては取

り消すことができない。

エ．成年被後見人Ａがその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、Ａが行為能力者とな

った時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は、その権利につい

て、時効は完成しない。

オ．成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ
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〔第３問〕（配点：２）

意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ

せたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.３］）

ア．隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。

イ．未成年者Ａと契約を締結したＢが、Ａの法定代理人Ｃに対してその契約を追認するかどうか

を確答すべき旨の催告をした。この場合において、ＣがＢの定めた期間内に確答を発しないと

きは、Ｃは、その契約を取り消したものとみなされる。

ウ．心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができな

い。

エ．錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。

オ．相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、相手方がその事実を知る

ことができなかったとしても、その意思表示は取り消すことができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第４問〕（配点：２）

取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記１か

ら５までのうちどれか。（解答欄は、［No.４］）

ア．取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すこと

ができない。

イ．被保佐人Ａがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Ａは、以後、その法律行為を取

り消すことができない。

ウ．Ａが第三者Ｂの詐欺によってＣに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、その取消しは、

Ｂ及びＣの双方に対する意思表示によってする。

エ．被保佐人Ａがした金銭の借入れが取り消された場合、Ａは、それまでに借入金を賭博で費消

していたときでも、借入金全額を貸主に返還する義務を負う。

オ．取消権は、取り消すことができる行為をした時から５年間行使しないときは、時効によって

消滅する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第５問〕（配点：２）

時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組

み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.５］）

ア．後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

イ．Ａから甲土地上の建物を賃借しているＢは、Ａが取得時効に必要な期間、甲土地を占有して

いる場合であっても、甲土地のＡの取得時効を援用することができない。

ウ．甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当

権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

エ．詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用すること

ができる。

オ．主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は主たる債務の消滅時効を援用すること

ができない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

〔第６問〕（配点：２）

不動産物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組

み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.６］）

ア．Ａがその所有する甲建物をＢに売却した場合において、甲建物の保存登記が未了であったと

きは、Ｂは、自己名義の登記がなくても、所有権の取得を第三者に対抗することができる。

イ．甲土地を所有するＡが死亡して子Ｂ及びＣが相続し、ＢとＣの遺産分割協議により甲土地は

Ｂの単独所有とされた。その後、Ｃが、甲土地につきＣの単独所有とする登記をした上で、こ

れをＤに売却したときは、Ｂは、Ｄに対し、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができ

ない。

ウ．Ａがその所有する甲土地にＢのために地上権を設定し、その旨の登記がされない間に甲土地

にＣのために抵当権を設定してその旨の登記がされた後、Ｂの地上権の設定の登記がされた。

この場合において、Ｃの抵当権が実行され、Ｄが甲土地を買い受けてその旨の登記がされたと

きは、Ｂは、Ｄに対し、地上権の取得を対抗することができる。

エ．Ａがその所有する甲土地にＢのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、

その登記をＣがＢの知らない間に不法に抹消したときは、Ｂは、再度登記がされない限り、抵

当権の設定を第三者に対抗することができない。

オ．Ａがその所有する甲土地を相続人Ｂに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には、Ｂは、

Ｂと共にＡを相続したＣに対し、登記がなくても、甲土地の単独所有権の取得を対抗すること

ができる。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ
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〔第７問〕（配点：２）

物権の混同に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、

後記１から５までのうちどれか。なお、次のアからオまでの各記述中の抵当権及び地上権は、いず

れも登記がされているものとする。（解答欄は、［No.７］）

ア．Ａが、その所有する甲土地に、Ｂのために第一順位の抵当権を、Ｃのために第二順位の抵当

権をそれぞれ設定していた場合において、ＢがＡから甲土地を買い受けたときは、Ｂの抵当権

は消滅する。

イ．Ａがその所有する甲土地にＢのために地上権を設定し、Ｂがこの地上権にＣのために抵当権

を設定していた場合において、Ａが死亡し、ＢがＡを単独相続したときは、Ｂの地上権は消滅

する。

ウ．Ａがその所有する甲土地にＢ社のために地上権を設定し、Ｂ社がこの地上権にＣ社のために

抵当権を設定していた場合において、Ｂ社とＣ社が合併したときは、Ｃ社の抵当権は消滅する。

エ．Ａが、その所有する甲土地に、Ｂのために抵当権を設定した後、Ｃのために地上権を設定し

ていた場合において、ＣがＡから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Ｃの地上権は消滅す

る。

オ．Ａがその所有する甲土地にＢのために地上権を設定し、Ｂが甲土地上に建築した乙建物をＣ

に賃貸していた場合において、Ａが死亡し、ＢがＡを単独相続したときは、Ｂの地上権は消滅

する。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第８問〕（配点：２）

動産の引渡しに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み

合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.８］）

ア．Ａがその所有する絵画甲をＢに預けたままＣに売却した場合において、ＡがＢに対して以後

Ｃのために甲を占有すべきことを命じ、Ｂがこれを承諾したときは、Ｃは、甲の所有権の取得

を第三者に対抗することができる。

イ．Ａはその所有する登録済みの自動車甲をＢに売却して現実に引き渡したが、登録名義はＡの

ままであった。その後、Ａが甲をＣに売却し、登録名義をＣに移転した場合、Ｂは、甲の所有

権の取得をＣに対抗することができる。

ウ．Ａは、その所有する絵画甲をＢに売却したが、甲の占有を継続し、以後Ｂのために占有する

意思を表示した。その後、ＡはＢへの売却の事実を知っているＣに甲を売却し、現実に引き渡

した。この場合、Ｃは、甲の所有権の取得をＢに対抗することができる。

エ．Ａはその所有する絵画甲をＢに預けていたが、Ｂは、Ａに無断で、Ｂが甲の所有者であると

過失なく信じているＣに甲を売却した。Ｂは甲の占有を継続し、以後Ｃのために占有する意思

を表示した。その後ＡがＢから甲の返還を受けた場合、ＣはＡに対し、所有権に基づいて甲の

引渡しを請求することができない。

オ．Ａからその所有する絵画甲を預かり占有していたＢが、Ａから甲を購入した場合において、

占有をＢに移転する旨の意思表示がＡＢ間でされたときは、Ｂは、甲の所有権の取得を第三者

に対抗することができる。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第９問〕（配点：２）

袋地（他の土地に囲まれて公道に通じない土地）である甲土地の所有者Ａが、公道に至るために

囲繞地（袋地を囲んでいる他の土地）であるＢ所有の乙土地を通行する権利（以下「囲繞地通行権」
によう

という。）を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤ってい

るものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.９］）

ア．Ａが乙土地を通行する場所及び方法は、Ａのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害

が最も少ないものを選ばなければならない。

イ．Ａが乙土地上に通路を開設するためには、Ｂの承諾を得なければならない。

ウ．甲土地の地上権者Ｃは、Ｂの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。

エ．Ａが甲土地をＣから買い受けてその所有者となっていた場合には、Ａは、その所有権移転

登記がなくても、乙土地を通行することができる。

オ．Ａが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるように

なった場合でも、Ａは乙土地について囲繞地通行権を有する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第10問〕（配点：２）

Ａ、Ｂ及びＣが甲土地を各３分の１の割合で共有している場合に関する次のアからオまでの各記

述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。

（解答欄は、［No.10］）

ア．甲土地がＤによって不法に占有されている場合には、Ａは、Ｄに対し、甲土地の不法占有に

よりＡ、Ｂ及びＣが被った損害の全部の賠償を請求することができる。

イ．ＡがＢ及びＣの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合には、原状回

復ができるときであっても、Ｂは、甲土地の原状回復を請求することができない。

ウ．ＡがＢに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま１年が経過したときは、Ｂは、

相当の償金を支払ってＡの持分を取得することができる。

エ．甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Ａは、その分割によっ

てＡ所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。

オ．ＡがＢに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により甲土

地につき共有物の分割をするに際し、Ｂに帰属すべき部分をもって、その弁済に充てることが

できる。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第11問〕（配点：２）

留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ

たものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.11］）

ア．ＡがＢの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、そ

の後にＡが甲に関して生じた債権を取得したときは、Ａは、その債権の弁済を受けるまで、甲

を留置することができる。

イ．Ａは、その所有する動産甲をＢに売り、Ｂは甲をＣに転売したが、Ａが甲の占有を続けてい

る。この場合において、Ａは、Ｃからの引渡請求に対し、Ｂから代金が支払われるまで、甲に

ついて留置権を行使することができる。

ウ．留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差

し押さえることにより留置権を行使することができる。

エ．留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留

置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができな

い。

オ．留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復

すれば、留置権は消滅しない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ オ ５．ウ エ

〔第12問〕（配点：２）

Ａは、Ｂに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の先取

特権又は所有権留保特約（代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の

特約）に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたもの

は、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.12］）

ア．Ｂが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合、Ａは、先取特権に基づき、Ｂに対して甲の引渡

しを請求することができる。

イ．Ｂが甲をＣに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Ａは、Ｂが弁済期到来後も代金債

務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。

ウ．Ｂが甲につきＣのための質権を設定し、引渡しを了した場合において、Ｃが質権を取得した時点

でＡの先取特権があることを知らなかったときは、Ｃの質権は、Ａの先取特権に優先する。

エ．ＡＢ間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、Ｂが代金完済前にＣから金銭を借り入

れて甲に譲渡担保権を設定し、占有改定により甲の占有をＣに移転したときは、その後Ｂが代金の

支払を怠ったとしても、Ａは、甲を処分して残代金の回収をすることはできない。

オ．ＡＢ間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、Ｂが代金の支払を遅滞し、期限の利益

を喪失した状態で、甲をＣ所有の土地に無断で放置したとしても、Ｃは、Ａに対して甲の撤去を請

求することができない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ



- 8 -

〔第13問〕（配点：２）

ＡのＢに対する貸金債権甲を被担保債権とし、ＢのＣに対する貸金債権乙を目的とする質権がＢ

により設定され、ＢがＣに対して口頭でその旨の通知をした。この場合に関する次のアからオまで

の各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答

欄は、［No.13］）

ア．Ｃは、Ｂから質権設定の通知を受けるまでにＢに対して債権乙に係る債務を弁済していた場

合であっても、これをもってＡに対抗することができない。

イ．債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Ａは、Ｃ以外の第三者に対して

質権の設定を対抗することができる。

ウ．Ａは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でＣから債権乙

を直接取り立てることができる。

エ．債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Ａは、Ｃにその弁済をすべき金

額を供託させることができる。

オ．Ａの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ

〔第14問〕（配点：２）

抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記１か

ら５までのうちどれか。なお、次のアからオまでの各記述中の抵当権は、いずれも登記がされてい

るものとする。（解答欄は、［No.14］）

ア．Ａは、Ｂに対する債務を担保するため、Ａの所有する甲土地に、抵当権を設定した。この場

合、Ｂが抵当権をＡの一般債権者Ｃに譲渡したときは、これをＢがＡに通知し、又はＡが承諾

しなければ、Ｃは、Ａに抵当権の譲渡を対抗することができない。

イ．Ａは、その所有する甲土地に、Ｂのために第一順位の、Ｃのために第二順位の各抵当権を設

定した。この場合、ＢがＣのために抵当権の順位を放棄したときは、ＢとＣの抵当権の順位が

入れ替わる。

ウ．Ａは、その所有する甲土地に、Ｂのために第一順位の抵当権を、Ｃのために第二順位の抵当

権を、Ｄのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。この場合、抵当権の順位をＤ、Ｃ、

Ｂの順に変更するには、Ｃの合意を要しない。

エ．Ａは、その所有する更地である甲土地にＢのために抵当権を設定し、その後、甲土地上に乙

建物を建築した。この場合、Ｂが抵当権を実行し、甲土地と乙建物とが一括して競売されたと

きは、Ｂは乙建物の売却代金からも優先弁済を受けることができる。

オ．Ａは、その所有する甲土地にＢのために抵当権を設定し、その後、甲土地をＣに売却した。

この場合、ＣがＢの請求に応じてＢにその代価を弁済したときは、抵当権は消滅する。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．イ オ
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〔第15問〕（配点：３）

甲土地上の法定地上権の成否に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤

っているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.15］）

ア．甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたＡが、甲土地に抵当権を設定した後に、乙建

物を第三者に譲渡した。その後、抵当権が実行されＣが甲土地を取得したときは、法定地上権

が成立する。

イ．Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたＢが乙建物に抵当権を設定し

た後、Ａが乙建物の所有権を取得した。その後、抵当権が実行されＣが乙建物を取得したとき

は、法定地上権が成立する。

ウ．Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上にＢが乙建物を所有していたところ、Ａが甲土地に第

一順位の抵当権を設定した後、甲土地をＢに譲渡し、次いでＢが甲土地に第二順位の抵当権を

設定した。その後、第二順位の抵当権が実行され、Ｃが甲土地を取得したときは、法定地上権

が成立する。

エ．Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたＢが、乙建物に第一順位の抵

当権を設定した後、甲土地をＡから譲り受け、次いで乙建物に第二順位の抵当権を設定した。

その後、第一順位の抵当権が実行され、Ｃが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

オ．Ａが甲土地及びその土地上の乙建物を所有していた。この場合において、甲土地の登記名義

が前所有者Ｂのままであったとしても、乙建物に抵当権が設定され、抵当権の実行によりＣが

乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第16問〕（配点：２）

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオま

での各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記１から５まで

のうちどれか。（解答欄は、［No.16］）

ア．買主が目的物の受領を拒み、その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、

買主は、売主が履行の提供を継続し、又は改めて履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権

を主張して売買代金の支払を拒むことができる。

イ．買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完

了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的

物を保存しなければならない。

ウ．買主が目的物を受領することができない場合、売主が目的物の保管を続けるために必要とな

る費用は、買主が負担しなければならない。

エ．買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の

引渡債務につき遅滞の責任を免れる。

オ．買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない

事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ
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〔第17問〕（配点：２）

履行の強制に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記

１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.17］）

ア．債務者が不特定物の引渡債務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、代替執行

の方法により履行の強制をすることができる。

イ．債務者が所有権移転登記義務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、間接強制

の方法により履行の強制をすることができる。

ウ．債務者が一定以上の高さの建物を建築しない債務に反してその高さを超える建物を建築した

場合、債権者は、その高さを超える部分の除去について、債務名義を得た上で、代替執行の方

法により履行の強制をすることができる。

エ．債務者がその居住する建物の明渡債務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、

直接強制の方法により履行の強制をすることができる。

オ．債務者が小説を執筆する債務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、間接強制

の方法により履行の強制をすることができる。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ

〔第18問〕（配点：２）

ＡのＢに対する債権を保全するための債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち、

判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄

は、［No.18］）

ア．Ａが債権者代位権に基づき、ＢのＣに対する金銭債権の履行を請求した場合において、Ｃが

Ｂに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたときは、Ｃは、弁済による債権の

消滅をＡに対抗することができない。

イ．ＢがＣに対する金銭債権の支払を求めて訴えを提起しているときは、Ａは、ＢのＣに対する

金銭債権を代位行使することができない。

ウ．ＡがＢに対し、ＢがＣに対し、それぞれ金銭債権を有する場合には、Ａは、自己の債権の額

を超えて、ＢのＣに対する債権を代位行使することができない。

エ．借地上の建物の賃借人Ａは、建物賃貸人である借地権者Ｂが土地賃貸人Ｃに対して有する建

物買取請求権を代位行使することができる。

オ．Ｂが土地をその所有者Ｃから買い受け、これをＡに転売した場合において、ＢがＣに対する

所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Ａは、ＢのＣに対する所有権移転登記手続請

求権を代位行使して、登記を直接Ａに移転すべき旨をＣに請求することができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第19問〕（配点：２）

保証に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記１から

５までのうちどれか。（解答欄は、［No.19］）

ア．制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約締結時にその取

消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合にお

いてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

イ．主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、保証債務の弁済をした保証人は、

主たる債務者に対し、その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有

する。

ウ．主たる債務者の委託を受けないで保証がされた場合において、主たる債務者が債務の弁済を

したが、保証人にその事実を通知しなかった。保証人が主たる債務者による弁済の事実を知ら

ないで保証債務の弁済をしたときは、保証人は、その弁済を有効とみなすことができる。

エ．債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が、債権者に対して有する自己の債権をもっ

て相殺を援用したときは、主たる債務は対当額において消滅する。

オ．数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負

担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第20問〕（配点：２）

ＡのＢに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に関する次のアからオまでの各記述

のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。

（解答欄は、［No.20］）

ア．Ａが将来発生すべき債権甲をＣに譲渡し、Ｂに対してその通知をした後、ＡＢ間で債権甲に

つき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した。この場合には、Ｂは、Ｃに対し、Ｃがそ

の特約の存在を知っていたものとみなして、債務の履行を拒むことができる。

イ．Ｃが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、ＣがＢに対して

相当の期間を定めてＣへの履行の催告をしたが、その期間内に履行がないときは、Ｂは、Ｃに

対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。

ウ．Ｃが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Ｄにこれを譲渡した場合

において、Ｄがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Ｂは、Ｄに対し、譲渡

禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。

エ．債権甲が譲渡された場合には、Ｂは、債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。

オ．Ｃが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、Ｃの債権者Ｄ

が債権甲に対する強制執行をしたときは、Ｂは、Ｄに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行

を拒むことができない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第21問〕（配点：２）

弁済の目的物の供託に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っている

ものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.21］）

ア．弁済者は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には、弁済の目的

物を直ちに供託することができる。

イ．弁済者は、債権者を確知することができず、それについて過失がないときは、弁済の目的物

を供託することができる。

ウ．弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。

エ．弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知

をしなければならない。

オ．弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には、その債権は、債権者が供託物の

還付を受けた時に消滅する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第22問〕（配点：２）

相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた

ものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.22］）

ア．不法行為によって傷害を受けた被害者Ａは、加害者Ｂに対する損害賠償債権を自働債権とし、

ＢがＡに対して有する貸金債権を受働債権とする相殺をすることができない。

イ．弁済期が到来していない債権の債務者は、その債権を受働債権とする相殺をすることができ

ない。

ウ．返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、返還の催告をしてから相当期間が経過し

た後でなければ、その貸金債権を自働債権とする相殺をすることができない。

エ．ＡがＢに対して甲債権を有し、ＣがＡに対して消滅時効が完成したがその援用がされていな

い乙債権を有している。この場合において、ＢがＣから乙債権を譲り受け、その後Ａが消滅時

効を援用したときは、Ｂは、乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。

オ．差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自

働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

１．ア エ ２．ア ウ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第23問〕（配点：２）

契約の解除等に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、

後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.23］）

ア．期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなか

ったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。

イ．期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。

ウ．請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができ

る。

エ．期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。

オ．無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を

解除することができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第24問〕（配点：２）

売買契約における解約手付に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っ

ているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.24］）

ア．売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される。

イ．買主は、売主が契約の履行に着手していても、自ら履行に着手するまでは、解約手付による

解除をすることができる。

ウ．買主は、自ら契約の履行に着手していても、売主が履行に着手するまでは、解約手付による

解除をすることができる。

エ．売主は、買主に対し、手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて、解約手付による解除をす

ることができる。

オ．買主が解約手付による解除をした場合、売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても、

買主は損害賠償義務を負わない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第25問〕（配点：２）

民法上の消費貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたも

のは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.25］）

ア．書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還する

ことを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

イ．書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取るまで、各当事者が解除をすること

ができる。

ウ．貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

エ．当事者が返還の時期を定めたときは、借主は、その時期の前に返還をすることができない。

オ．貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、

借主は、その物の価額を返還することができる。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ

〔第26問〕（配点：２）

ＡがＢからその所有する甲建物を賃借してＢに敷金を交付した場合に関する次のアからオまでの

各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちど

れか。（解答欄は、［No.26］）

ア．Ｂは、Ａが賃料を支払わない場合、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、Ａが甲建物に

備え付けた動産について先取特権を行使することができる。

イ．Ａは、賃貸借契約の存続中、Ｂに対して、賃料債務の弁済に敷金を充てるよう請求すること

ができる。

ウ．Ａは、賃貸借契約が終了したときは、敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。

エ．Ａが賃借権をＣに適法に譲渡したときは、ＡはＢに対して敷金の返還を請求することができ

る。

オ．ＢがＣに甲建物を譲渡し、Ｃが賃貸人たる地位を承継した場合において、ＡがＢに対して賃

貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、敷金はその債務の弁済に充当され、残額が

あれば、その返還に係る債務がＣに承継される。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第27問〕（配点：２）

委任に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.27］）

ア．当事者が委任事務の履行による成果に対して報酬の支払を約した場合において、その成果が

引渡しを要するときは、委任者は、その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。

イ．受任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者の許諾を得ることなく復受任者を選任する

ことができる。

ウ．委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。

エ．受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、

その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

オ．委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第28問〕（配点：２）

事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み

合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.28］）

ア．管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、そ

の賠償を請求することができない。

イ．事務管理の開始後に、その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は、

本人に対し、既に支出した費用の償還を請求することができない。

ウ．管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。

エ．管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなけれ

ばならない。

オ．管理者は、本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、悪

意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第29問〕（配点：２）

不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ

せたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.29］）

ア．不法行為による損害賠償債務は、加害者が被害者から請求を受けた時から遅滞に陥る。

イ．不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から２０年間行使しないときは、時効に

よって消滅する。

ウ．名誉感情を侵害された場合、被害者は、これを理由として、名誉感情を回復するのに適当な

処分を請求することができない。

エ．胎児Ａの父が不法行為により死亡した場合、Ａの母は、Ａが生まれる前であっても、Ａの代

理人として、加害者に対し、Ａの固有の慰謝料を請求することができる。

オ．Ａの不法行為に対し、Ｂが第三者Ｃの権利を防衛するためＡに加害行為をしたときは、それ

がやむを得ないものであったとしても、ＢはＡに対し損害賠償責任を負う。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ
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〔第30問〕（配点：２）

婚姻の解消又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたも

のは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.30］）

ア．婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする

届出は、離婚の届出と同時にする必要がある。

イ．夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、姻族関係を終了させ

なくても、婚姻前の氏に復することができる。

ウ．父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたときは、母は、家庭裁判所に対し、

親権者の変更を請求することができない。

エ．未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、

協議上の離婚をすることができる。

オ．婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第31問〕（配点：２）

いずれも婚姻していないＡ女とＢ男との間に子Ｃが生まれた場合に関する次のアからオまでの各

記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれ

か。（解答欄は、［No.31］）

ア．ＡとＣとの法律上の母子関係は、認知によって生ずる。

イ．Ｂは、遺言によってＣを認知することができる。

ウ．Ｃは、Ｂが死亡したときは、以後ＢＣ間の父子関係についての認知の訴えを提起することが

できない。

エ．ＡＣ間及びＢＣ間の親子関係が共に生じた場合には、ＣはＢの氏を称する。

オ．ＡＣ間及びＢＣ間の親子関係が共に生じ、かつ、ＡとＢが婚姻した場合には、Ｃに対する親

権はＡとＢが共同して行う。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ

〔第32問〕（配点：２）

養子に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記１から

５までのうちどれか。（解答欄は、［No.32］）

ア．Ａが、夫Ｂとその前妻との間の子Ｃの直系卑属である未成年者Ｄを養子とするためには、Ｂ

とともに養子縁組をすることを要しない。

イ．養子が１５歳未満であるときは、協議上の離縁は、養子の離縁後にその法定代理人となるべ

き者と養親との協議によってする。

ウ．養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により終了する。

エ．養子は、養親と離縁しない限り、他の者の養子となることはできない。

オ．嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意

を要しない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第33問〕（配点：２）

相続による権利義務の承継に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っ

ているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.33］）

ア．個人根保証契約における保証人の相続人は、主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約

に基づく主債務について履行する責任を負わない。

イ．土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を

使用し続けることができない。

ウ．土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合、被相続人のその土地

に対する占有は、相続人によって承継されない。

エ．無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する

権利は、相続人全員に不可分的に帰属する。

オ．遺産である賃貸不動産から相続開始後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産を

取得した者が、相続開始時に遡って取得する。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第34問〕（配点：２）

Ａの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいもの

を組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.34］）

ア．甲土地の共有持分がＡの相続財産に属する場合において、Ａに相続人がおらず、かつＡの債

権者も受遺者もいないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への分与の対象と

ならない。

イ．相続開始後にＡの子と認知されたＢが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人が

既に遺産分割をしていたときは、その遺産分割は、効力を失う。

ウ．ＡからＡの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたＣは、Ａが死亡した後いつでも遺贈の放

棄をすることができる。

エ．Ａの相続財産に属する丙土地を無償で管理していた特別寄与者であるＤは、その寄与に応じ、

丙土地の持分を取得することができる。

オ．Ａの親族でないＥは、無償でＡの療養看護をしたことによりＡの財産の維持に特別の寄与を

しても、特別寄与者には当たらない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第35問〕（配点：２）

相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っている

ものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.35］）

ア．相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したと

きは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。

イ．相続の放棄をしたＡの子であるＢが被相続人の直系卑属であるときは、Ｂは、Ａを代襲して

相続人となる。

ウ．相続人が数人あるときは、各相続人は、単独で限定承認をすることができる。

エ．限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しな

ければならない。

オ．相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未

成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ



- 17 -

〔第36問〕（配点：２）

承諾に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ

せたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.36］）

ア．債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたとき

であっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。

イ．隔地者に対して承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が撤回する権利を留保した場合

を除き、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができ

ない。

ウ．債務者と引受人となる者との契約でされた併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対

して承諾をした時に、その効力を生ずる。

エ．無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することがで

きる。

オ．成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第37問〕（配点：２）

裁判所の許可等を要する事項に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わ

せたものは、後記１から５までのうちどれか。（解答欄は、［No.37］）

ア．占有者が所有者に占有物を返還する際に所有者に有益費の償還を請求する場合には、その占有者

が善意であったときでも、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与す

ることができる。

イ．動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得ないことについて正

当な事由があるときは、鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、質物をもって直ち

に弁済に充てることができる。

ウ．債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要する

ときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。

エ．建物所有を目的としてＡから土地を賃借したＢが、その土地上に建築した建物を土地賃借権とと

もにＣに譲渡しようとする場合において、Ｃがその賃借権を取得してもＡに不利となるおそれがな

いにもかかわらず、Ａが賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、Ｂの申立てにより、Ａの承

諾に代わる許可を与えることができる。

オ．配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ


